
令和６年１２月２０日



令和６年１２月２０日（金）

※遅くとも令和7年2月28日までに事業を完了する必要があります。
※対象経費は、報酬、賃金、旅費、消耗品費（1物品あたり5万円以
内）、燃料費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険
料、委託料、使用料、賃借料です。

※他の事業（対象外事業）と一体で実施する場合、申請書類、支出
証拠書類等において、明確に区分する必要があります。

12月20日

※遅くとも令和7年2月28日までに完了


